
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

指

定

障

害

児

通

所

支

援

事

業

者

の

指

定

指

導

監

査

室

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

〃

の

辞

退

○

保

安

林

の

指

定

施

業

要

件

の

変

更

予

定

治

山

課

○

都

市

計

画

下

水

道

の

事

業

計

画

の

変

更

認

可

都

市

計

画

課

【

公

告

】

○

基

本

測

量

の

実

施

監

理

課

○

落

札

者

等

の

決

定

用

度

課

○

〃

〃

【

正

誤

】

○

土

砂

災

害

警

戒

区

域

の

指

定

の

正

誤

防

災

砂

防

課

○

〃

〃

岡

山

県

公

報

令和３年７月１３日 第１２３１０号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
九
十
九
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
。

令
和
三
年
七
月
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

あ
そ
び
王
国

津
山
田
邑
事
業
所

２

所
在
地

津
山
市
上
田
邑
一
一

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
ミ
ツ
バ
フ
ァ
ク
ト
リ
ー

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
中
井
町
一
丁
目
一
番
一
二
号

三

指
定
年
月
日

令
和
三
年
七
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
五
〇
三
〇
〇
一
三
七

五

事
業
の
種
別

児
童
発
達
支
援

令和３年７月１３日　岡山県公報　第１２３１０号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指

定
し
た
。

令
和
三
年
七
月
十
三
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

総
合
病
院
落
合
病
院

真
庭
市
上
市
瀬
三
四
一

令
和
三
年
六
月
一
日

令和３年７月１３日　岡山県公報　第１２３１０号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
一
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
。

令
和
三
年
七
月
十
三
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
を
辞
退
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

辞
退
年
月
日

総
合
病
院
落
合
病
院

真
庭
市
落
合
垂
水
二
五
一

令
和
三
年
五
月
三
十
一
日

令和３年７月１３日　岡山県公報　第１２３１０号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

令
和
三
年
七
月
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

新
見
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

）
。

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

な
だ
れ
の
危
険
の
防
止

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

（１）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（２）

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（３）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
新

「

見
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。

令和３年７月１３日　岡山県公報　第１２３１０号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
岡
山
県
南
広

域
都
市
計
画
下
水
道
事
業
玉
野
市
公
共
下
水
道
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
三
年
七
月
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

施
行
者
の

事
業
の
種
類
及
び
名
称

事

業

施

行

期

間

事

業

地

名

称

玉
野
市

岡
山
県
南
広
域
都
市
計

昭
和
四
十
五
年
十
二
月
十

収
用
の
部
分

画
下
水
道
事
業

四
日
か
ら

変
更
な
し

玉
野
市
公
共
下
水
道

令
和
九
年
三
月
三
十
一
日

使
用
の
部
分

ま
で

該
当
な
し

令和３年７月１３日　岡山県公報　第１２３１０号



〔
二
九
一
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国

土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
七
月
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

測

量

区

域

測

量

の

種

類

測

量

期

間

岡
山
市
、
津
山
市
、

基
本
測
量
（
電
子
基
準
点
現
地
調

令
和
三
年
七
月
二
十
八
日
か
ら
令

瀬
戸
内
市

真
庭
市

査
）

和
四
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

、

、

美
作
市
、
和
気
町
、

鏡
野
町
、
美
咲
町

令和３年７月１３日　岡山県公報　第１２３１０号



〔
二
九
二
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
。

令
和
三
年
七
月
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

落
札
物
品
の
名
称
及
び
数
量

除
雪
ト
ラ
ッ
ク
（
七
ｔ
級
専
用
車
、
四×

四
、
路
面
整
正
装
置
付
）

二
台

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
出
納
局
用
度
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
三
年
六
月
八
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

Ｕ
Ｄ
ト
ラ
ッ
ク
ス
株
式
会
社
岡
山
カ
ス
タ
マ
ー
セ
ン
タ
ー

岡
山
市
北
区
平
野
六
百
三
十
番
地
一

五

落
札
金
額

、

、

（

、

、

）

六
八

二
〇
〇

〇
〇
〇
円

う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
六

二
〇
〇

〇
〇
〇
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

入
札
公
告
日

令
和
三
年
四
月
二
十
七
日

令和３年７月１３日　岡山県公報　第１２３１０号



〔
二
九
三
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
。

令
和
三
年
七
月
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

落
札
物
品
の
名
称
及
び
数
量

除
雪
ト
ラ
ッ
ク
（
七
ｔ
級
専
用
車
、
四×

四
）

一
台

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
出
納
局
用
度
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
三
年
六
月
八
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

Ｕ
Ｄ
ト
ラ
ッ
ク
ス
株
式
会
社
岡
山
カ
ス
タ
マ
ー
セ
ン
タ
ー

岡
山
市
北
区
平
野
六
百
三
十
番
地
一

五

落
札
金
額

、

、

（

、

、

）

三
一

九
〇
〇

〇
〇
〇
円

う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
二

九
〇
〇

〇
〇
〇
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

入
札
公
告
日

令
和
三
年
四
月
二
十
七
日

令和３年７月１３日　岡山県公報　第１２３１０号



〔
八
〕
平
成
十
九
年
三
月
二
十
日
付
け
公
布
岡
山
県
告
示
第
百
三
十
九
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
の

指
定
）
に
誤
り
が
あ
っ
た
。

頁
・
段
・
行

誤

正

百
七
十
一
・
上

笠
岡
市

笠
岡
市
及
び
矢
掛
町

・
始
め
か
ら
十

四

誤

正

頁
・
行
・
段
・

項
目

百
七
十
一
・
上

岡
山
県
笠
岡
市
甲
弩

笠
岡
市
甲
弩
／
矢
掛
町
浅
海

・
終
わ
り
か
ら

一
・
次
の
図
の

各
ペ
ー
ジ
の
所

在
地

百
七
十
二
・
上

岡
山
県
笠
岡
市
甲
弩

笠
岡
市
甲
弩
／
矢
掛
町
浅
海

・
始
め
か
ら
十

四
・
次
の
図
の

各
ペ
ー
ジ
の
所

在
地

令和３年７月１３日　岡山県公報　第１２３１０号



〔
九
〕
令
和
元
年
五
月
二
十
一
日
付
け
公
布
岡
山
県
告
示
第
二
百
四
十
六
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等

の
指
定
）
に
誤
り
が
あ
っ
た
。

頁
・
行

誤

正

一
・
三

笠
岡
市

笠
岡
市
及
び
里
庄
町

令和３年７月１３日　岡山県公報　第１２３１０号


